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１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

④ 組　織

別添１－２

さつま町水道事業経営戦略

事業の現況

平成２９年度から水道事業の統合（一本化）に併せ，口径別料金体系に統一
基本水量を付さない基本料金と水量区分による段階別従量料金を組み合わせた二部料金制を採用しています。

452.07
千ｍ

施 設 利 用 率 81.68

施 設 数

策 定 日 ：

　　年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

4

～

0.22

供 用 開 始 年 月 日

水 源

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

さつま町

上水道事業

計 画 期 間 ：

44

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 9,620 ㎥／日

計 画 給 水 人 口

現 在 給 水 人 口法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適用（全部）

　　大正　１５年　１０月　１日

管 路 延 長

　平成２９年　４月　１日

　　平成３０年度末現在における水道課職員は次のとおりである。
　　　　職員数　８名（事務職　６名　　技術職　２名）　　　　平均年齢　４９歳（事務職　４８歳　　技術職５３歳）

21,600

19,768

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm

10㎥ 1,540 2,010 3,040 6,860 8,230 15,710 31,600

20㎥ 2,860 3,330 4,360 8,180 9,550 17,030 32,920

30㎥ 4,400 4,870 5,900 9,720 11,090 18,570 34,460

40㎥ 6,160 6,630 7,660 11,480 12,850 20,330 36,220

50㎥ 7,920 8,390 9,420 13,240 14,610 22,090 37,980

水量
口　　径

（単位：円/税込）参  考  料  金  表（税抜）

基本料金（口径）　13㎜ 700円

　　　　　〃　　　　　20㎜ 1,130円

　　　　　〃　　　　　25㎜ 2,070円

　　　　　〃　　　　　40㎜ 5,540円

　　　　　〃　　　　　50㎜ 6,790円

　　　　　〃　　　　　75㎜ 13,590円

　　　　　〃         100㎜ 28,030円

使用水量　　1～10㎥ 70円

　　〃　　　　11～20㎥ 120円

　　〃　　　　21～30㎥ 140円

　　〃　　　　31㎥以上 160円

計算で算出した額の１０円未満は切り捨て

※消費税抜き単価で表示

課長補佐兼係長　１

係員　３

課長補佐兼係長　１　

※水道技術管理者

係員　２

町　長

さ つ ま 町 水 道 課 組 織 図

 ・ 水道施設の維持管理に関すること。
 ・ 水道施設の新設，更新，改良に関すること。
 ・ 水質管理，水質監視，水質検査に関すること。
 ・ 給水装置の申込み，設計監督，台帳整備に関すること。
 ・ 水道メーターの修理，取替に関すること。
 ・ 道路，河川占用に関すること。
 ･ 消火栓に関すること。
 ・ 専用水道及び貯水槽水道に関すること。

工　務　係

（職員数３人）

 ・ 予算，決算，経営計画に関すること。
 ・ 出納，現金の管理に関すること。
 ・ 水道メーター検針，水道料金の調定，収納，滞納対策 に関すること。
 ・ 給水栓の開閉栓に関すること。
 ・ 財産，貯蔵品の管理に関すること。
 ・ 指定給水工事事業者の認可に関すること。
 ・ 調査統計，広報に関すること。

水道管理係

（職員数４人）

水道課長



（２）

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

　【公的資金補償金免除繰上償還】
　　国の特例措置の適用を受けて過去に高利率で借入れていた起債について，繰上償還を行い金利への借り換えで後年度負担（利息支払い）の軽減を図りました。

これまでの主な経営健全化の取組

　直近の「経営分析表」は別添のとおりである。

【水道事業の統合】
　　平成２２年に策定した「簡易水道統合化計画」に基づき5つの簡易水道事業を順次統合し，平成２９年４月１日から町内一上水道事業に統合しました。
　

薩摩簡易水道事業

鶴田中央簡易水道事業

鶴田簡易水道事業

簡易水道事業会計

※地方公営企業法適用

さつま町水道事業統合の流れ

上　水　道　事　業

宮之城簡易水道事業

山崎簡易水道事業

上　水　道　事　業

第２上水道事業

上水道事業会計（※地方公営企業法適用）

第２上水道事業会計

※地方公営企業法適用

上水道事業

上水道事業会計

～ 平成２５年 平成２６年度 平成２７～２８年度 平成２９年度 ～

繰上償還年度 当初貸付額 繰上償還額 利率 健全化計画の主な項目

平成１９年度 348,700千円 122,768千円 7.1～7.5％ 職員給与費の適正化（本庁一本化による職員数減）

平成２０年度 355,900千円 191,477千円 6.05～6.6％ 維持管理の削減

平成24年度 93,800千円 36,441千円 5.0～5.5％ 未収金の回収

計 798,400千円 350,686千円

これまでに実施した公的補償金免除繰上償還の内容



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

　
　　さつま町の人口は，町合併によりさつま町が誕生した平成１７年度には２５，６８８人でありましたが，１０年後の平成２７年度末には２２，４５３人と３，２３５人減少
　しています。
　　国の研究機関による推計では，令和５年には１９，９２１人と２万人を割り込む見込みです。
　　水道事業における，町内普及率は約９３％であり，給水人口も町内人口と同様の減少率で減少していくものと思われます。

水需要の予測

給水人口の予測

　　平成３０年度末における総有収水量は２，１４６千㎥で，その約８割が一般家庭での使用量となっております。
　　また，一人１日当たりの使用量は約２９７リットルとなっており，過去からほぼ同じ使用量となっております。
　   将来，給水人口が減少すると，それに比例して総有収水量も減少していくものと思われます。

料金収入の見通し

　 （２）水需要の予測のとおり，今後有収水量は減少すると予測され，水道料金を改定しなかった場合，料金収入は減少していきます。
   令和５年以降は消費税抜き金額で３億円を割り込む料金収入になる見込みであります。
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料金収益

（税抜：千円）

料金収入の推移（実績）と今後の予測

こ れ ま で の 実 績 今 後 の 予 測

給水人口減少に伴い毎年２％程度ず

つ減少していく見込みであります。

（単位：円）

Ｈ30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

町内人口 21,202 20,946 20,690 20,434 20,178 19,921 19,618 19,315 19,040 18,764 18,489 18,213 17,938

19,768 19,529 19,291 19,052 18,693 18,574 18,291 18,009 17,752 17,495 17,238 16,981 16,725

(0.988) (0.988) (0.988) (0.981) (0.994) (0.985) (0.985) (0.986) (0.986) (0.985) (0.985) (0.985)
給水人口

（対前年比）



（４）

　

（５）

３．経営の基本方針

１　いつまでの皆様の近くにあり続ける水（持続）

　 ２　いつ飲んでも安全な信頼される水道（安全）

３　災害に強いたくましい水道（強靭）

　

≪理想像≫　　　『未来までとどけ，安全・安心なさつまの水』

　【　管　路　】

'　　水道管路についても同じく，昭和４０年代（１９８０年代）から平成１４年（２００５年）に集中して埋設されており，平成３０年度末現在で耐用年数を超えた管路が
　全体の約２割程を占めています。
　　今後更新をしなければ３０年後（２０５０年頃）には法定耐用年数以内の健全資産はなくなり，ほとんどの管路が老朽施設になる見込みであります。

　【　施　設　】
　
　　さつま町の水道は，各地区ごとに簡易水道事業で創設され，そのほとんどが昭和４０年代（１９８０年代）から平成１４年（２００５年）に集中して建設されております。
　　そのうち，市街地部の水道は，県内でも３番目に創設された古い施設であり，法定耐用年数をすでに超えている施設も一部あります。
　　今後４０年後（２０６０年）までの長期的な視点で見ると，水道施設を更新しなければ，令和１７年（２０３５年）ごろには半数の施設が法定耐用年数に達する見込み
　であります。

　　水道事業では，平成１７年の町合併後，他の部署に先駆けて業務を本庁に一本化を図り，職員数も13人から9人に4人減員しました。その後も町の行政改革
　大綱及び定員管理計画に基づき平成２６年度に1人の減を図り，現在の8人態勢になっています。
　　今後においても引き続き町の定員管理計画に基づき，可能な限り人員削減に取り組むほか，広域連携、民営化など検討し，効率的な事業運営が必要であ
　ります。

組織の見通し

施設の見通し

≪施策目標≫　

年　度 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

目　標 425 418 419 420 421 361 355 351 350 341 325 331 328 327 329 323 316 310 310 308 305

実　績 425 411 408 392 375 361 354 353 349 339 325 332 330 - - - - - - - -

乖　離 0 △ 7 △ 11 △ 28 △ 46 0 △ 1 2 △ 1 △ 2 0 1 - - - - - - - - -

内水道事業分 実　績 13 13 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 - - - - - -

全職員数

職　員　定　員　管　理　計　画　及　び　そ　の　実　績

（単位：人）
第１次さつま町行政改革大綱 第２次さつま町行政改革大綱 第３次さつま町行政改革大綱

水道課を本庁に一本化

2003～2004
船木第２水源，鶴田中央（配水池，中継P）
永野拡張ほか

1980～2005年に集中

法定耐用年数×1.5倍以上

法定耐用年数×1.5倍

法定耐用年数以内

1994～1998
柊野，平川，上場・大平，栗野・大俣
白男川，浦川内・東・山神

構築物同様1980～2005年に集中
法定耐用年数以内

法定耐用年数×1.5倍

法定耐用年数×1.5倍以上



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

　

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

・長期財政計画を立て，限られた財源の中で優先度及び将来的な水需要を考慮した効率・計画的な投資に努めます。

目 標 ・効率的で健全な事業運営が持続できるよう将来を見据えた適正な水道料金賦課を検討していきます。

②　収支計画のうち財源についての説明

１　建設改良費
  　  　新たな施設整備及び老朽施設の更新については，多額の投資的経費が必要でありますが，現在の財政状況及び後年度負担の軽減を図るため，優先順位
　　に基づき投資的経費の平準化を図る必要があります。当該計画では，単年度当たりの投資額の上限を概ね２億円としております。
　　　建設改良費に充当する起債については，既往借入債の残高及び将来負担を考慮し適正な借り入れを行います。

　①　新たな施設整備
　　　市街地の五日町地区については，近年住宅建設が相次ぎ，一部で水量・水圧不足が生じております。解消策として，できるだけ既存の施設を有効利用できる
　　ように水の融通・配水水系の見直し等で最小限度の投資で効果が発揮できるよう検討していきます。概ね令和２年から令和３年度まで２年間程度で施設整備
　　する方針で積算してあります。

　②　老朽施設の更新
　　　取水ポンプ及び滅菌設備については，法定耐用年数以内での更新に努めます。また更新時には将来の水需要を考慮した規模の設備の導入も検討します。
　　　船木水源地・船木配水池及び西手配水池・送水管については，市街地部に給水している基幹的な施設であり，創設時の施設を利用しているため老朽化が
　　進行しております。令和４年度から概ね３か年計画で更新をするような計画で策定してあります。
　　　また，佐志地区配水池については，工業団地の増設等により既存の配水池容量に不足を生じております。令和７年度ごろに増設・改築予定で算定しており
　　ます。

　　③　管路の更新
　　　管種，口径及び老朽度や水圧を勘案し，漏水多発区間を優先的に更新します。また，更新時には将来的な水需要予測を立て，スケールダウンや耐震管の
　　導入を積極的に図ります。
　　　給水区域が隣接する箇所については，連絡管の整備に努め、断水区域の狭小化を図ります。

２　企業債償還金
　　過去に借り入れた起債の償還額は令和８年度がピークで約８２，０００千円となっておりますが，その後は急激に減少していく見込みであります。
　　また上記投資に伴う新たな借入に対する償還が発生することになりますが，投資的経費の平準化や単年度当たりの上限額を定め，借入額と償還額の
　バランスを考慮した計画的な運用に努めます。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

１　水道料金収入
　　　　今後，給水人口の減少に伴い毎年２％程度ずつ料金収入は減少していくものと思われます。
　　　　長期的に持続可能な水道事業であるためには，効率・計画的な投資も行いながら，適正な料金賦課もしなければなりません。
　　　　収益的収支では赤字が生じる期間もありますが，資金（流動資産）の保有残高を重視しながら，概ね５年毎の間隔で５％～１０％程度の料金改定が必要
　　　と思われます。
　　　　また，料金改定においては，将来を見据えた改定率の平準化を検討します。

目 標



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　給水区域が隣接する地域においては，連絡管の布設を更に進め，相互水の融通をすることで施設の統廃合と将来的
な水需要に併せダウンサイジングに努めます。

　今後も給水人口は減少し，併せて使用水量も減少していくものと予測されます。施設を更新する際は将来的な水需要
予測を踏まえ，施設規模の見直しを行います。

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

　今後，老朽施設の更新に対し多額の投資的経費が必要と見込まれます。中長期的な財政計画，料金収入による安定
財源など考慮して，年間投資額の上限を定め，投資的経費の平準化を図ります。

広 域 化
　現在本町を含む３市２町（薩摩川内市，出水市，阿久根市，さつま町，長島町）で「北薩地区広域連携研究会」を立ち
上げ，広域連携について具体的な取り組み方策を検討・協議中であります。　今後においても，継続した協議を進めて
いきます。

そ の 他 の 取 組 　特になし。

　今後，更なる効率的な事業運営を図るため，検針業務・窓口業務・水栓の開閉栓業務，徴収業務などの民間委託を検
討します。

①　職員給与費
　　　　現在の水道課職員数は８名であります。今後も同程度の職員給与費を計上しました。

②　動力費
　　　　給水人口の減少に伴い，使用水量も減少し取水量，配水量も減少すると思われますが，過去の平均値と総取水量等考慮して計上しています。

③　修繕費
　　　　今後は施設が老朽化し，修繕経費が増大することも予測されますが，過去の実績の最高額を参考に算出して計上しております。

④　減価償却費
　　　　現有資産で判明している減価償却費と今後の投資に伴う取得資産の減価償却見込額を併せて積算しております。

⑤　支払利息
　　　　現在借入残高分の償還利息と，新規借入分の償還利息分を併せた償還利息を計上しております。なお，新規借入分については，現在の利息１．０％以内
　　　で積算してあります。

⑥　その他
　　　　その他の経常経費については，歳出の圧縮に努めますが，過去の平均値で積算しております。

３　企業債
　　　現在借入分の償還は令和７年度ごろがピークとなりその後急激に減少して，令和１８年には完済の予定であります。
　　　今後，五日町地区の水量拡張，西手配水池改良，老朽施設更新等に伴い新たな企業債の借入を予定していますが，後年度負担など考慮して適正な借入
　　に努めます。

４　その他の収入
　　　　その他の収入として，諸手数料のみを計上しています。

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

２　一般会計繰入金
　　　一般会計からの繰入金については，総務省通知の繰出基準に基づき積算しています。
　　　統合前の簡易水道の建設改良に要する経費として現在も繰入を受けておりますが，当該起債の償還額は減少方向でありますので，今後一般会計からの
　　繰入金も減少していきます。



②　財源について検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

　売却・貸付できるような資産は水道事業では保有していません。

そ の 他 の 取 組

そ の 他 の 取 組

　水道料金賦課が適正であるか常に検証し，将来を見据えた適正な料金賦課を検討します。

動 力 費

　特になし。

企 業 債

　取水ポンプ等の計画的な更新、スペックダウンなどにより年間動力費の抑制に努めます。

　「さつま町行政改革大綱」及び「さつま町定員管理計画」に基づき，継続した職員の定数の見直しを実施していきます。

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

委 託 料

修 繕 費

　本町では，毎年５月に各部署の事務事業が「さつま町総合振興計画」及び「行財政改革大綱」に沿った行政運営がな
されているか検証するため事務事業の評価を行っています。
　水道事業でも，事務事業を次の７つに分類し各事務事業を振り返り，その進捗や課題を的確に把握・分析に努めてい
ます。
　①新たな水道施設の整備
　②老朽施設の更新
　③水道施設の適正管理
　④漏水防止対策
　⑤水質監視体制の強化
　⑥健全な水道事業運営の確保
　⑦水道料金収納対策
　今後においても，同様に計画（Ｐ）・実施（Ｄ）・評価（Ｃ）・改善（Ａ）のマネジメントサイクルに基づく事業実施を行ってま
いります。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

　企業債については，投資的経費の平準化，借入後の後年度負担の状況等精査しながら，適切な借入に努めていきます。

　基本的には繰入基準に基づき繰り入れを予定しています。（基準外繰入は予定していません。）繰 入 金

　今後，検針業務・窓口業務等を民間委託できないか検討していきます。

　特になし。

職 員 給 与 費

　現有の水源・浄水・配水施設については，施設の適切な維持管理を行うことで施設の延命化を図ります。また，管路に
ついては漏水多発路線，水圧の高い箇所を優先的に更新・耐震化を図ることで，修繕費の抑制に努めます。



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成30年度全国平均

全体総括

　本町の人口は年々減少傾向にあり,前年度と比べ417人
減少し,給水人口も同様に減少している。
　給水人口の減少に比例して給水収益は減少する中,経
常経費や施設の老朽化による更新需要の増大等により,
水道事業の経営は非常に厳しくなってきている。
　今後,中長期的な財政計画の中,水道料金の適正な賦課
（料金改定の模索）により,資金の確保を図る必要があ
る。
　また,老朽施設の更新については,ダウンサイジングや
施設の統廃合など将来を見据えた効率的な更新を行って
いく必要がある。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　①表「経常収支比率」を見ると,平成26年度では類似
団体よりも経常収支比率が高く,その後急激に減少して
類似団体の平均よりも下回って推移している。これは,
減価償却費,維持費,人件費などの固定的な費用に対し,
給水人口の急激な減少による給水収益の減が要因となっ
ている。ただし,いずれの年度も「経常収支比率」は
100％を超えており,単年度での赤字（欠損金）は発生し
ていない。
　②表「累積欠損金比率」については,①表の「経常収
支比率」で毎年100％を超えているため累積欠損金は発
生していない。
  ③表「流動比率」については,類似団体と比較しても
同等規模で100％以上で推移しているため,短期債務に対
する支払能力は十分確保している。
　④表「企業債残高対給水収益比率」については,建設
改良などの投資的経費の財源を一般財源（積立金）の活
用により起債借入額を抑制しているため,類似団体と比
べても低くなっている。
　⑤表「料金回収率」は概ね類似団体と同等の比率で推
移しているが,Ｈ28から100％を下回っている。これは給
水人口減少による給水収益が減少する一方,本町の水道
事業のほとんどが簡易水道事業で創設されている経緯も
あり,総務省繰出基準による一般会計からの財源に依存
している状況にあるためである。
　⑥表「給水原価」については,費用の圧縮に努めてい
るが,建設改良費の投資による減価償却費の増などがあ
り,年々若干上昇傾向にある。
　⑦表「施設利用率」は,水道事業経営の変更認可を取
得した際,計画給水人口及び計画総配水量の縮小見直し
を行ったため,率が向上したものと思われる。
　また,⑧表「有収率」については,管路の老朽化が進行
して,漏水等の多発により急激な減少傾向にある。

2. 老朽化の状況について

　①表「有形固定資産減価償却率」は,平成27年度から
類似団体よりも低い率となっている。これは,建物,管路
など保有資産の減価償却は毎年費用化しているが,②表
「管路経年化率」及び③表「管路更新率」のとおり特に
管路の更新が進まない現状にあり,全体的に施設の老朽
化が進行している状況にある。
　管路については,老朽化が進行し,更新が遅れているこ
とから,⑧表「有収率」も急激に低下しているため，計
画的な管路の更新が必要である。

2. 老朽化の状況

－

- 78.67 93.24 2,800 19,768 99.11 199.46 【】

303.90 70.41 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2)

法適用 水道事業 末端給水事業 A6 非設置 21,398

経営比較分析表（平成30年度決算）
鹿児島県　さつま町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2)

41640 42005 42370 42736 43101

当該値 0.22 0.3 0.26 0.34 0.15

平均値 0.56 0.99 0.71 0.54 0.5
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0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

41640 42005 42370 42736 43101

当該値 116.41 106.94 103.47 102.6 101.48

平均値 107.2 111.21 111.71 110.05 108.87
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当該値 51.32 38.99 40.35 42.29 44.23

平均値 46.12 47.46 48.49 48.05 48.87
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41640 42005 42370 42736 43101

当該値 0.77 6.13 8.4 15.91 20.87

平均値 9.86 9.71 12.79 13.39 14.85
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①経常収支比率(％)

41640 42005 42370 42736 43101

当該値 0 0 0 0 0

平均値 13.46 1.93 1.72 2.64 3.16
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41640 42005 42370 42736 43101

当該値 1064.17 488.19 532.25 484.43 519.74

平均値 434.72 391.54 384.34 359.47 369.69
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41640 42005 42370 42736 43101

当該値 300.16 366.55 356.95 331.01 309.97

平均値 495.76 386.97 380.58 401.79 402.99
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41640 42005 42370 42736 43101

当該値 115.74 102.3 99.59 99.26 97.9

平均値 93.66 101.72 102.38 100.12 98.66

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

41640 42005 42370 42736 43101

当該値 113.16 148.96 153.07 157.48 160.13

平均値 208.21 168.2 168.67 174.97 178.59
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41640 42005 42370 42736 43101

当該値 70.89 79.44 80.44 81.21 81.68

平均値 49.22 54.77 54.92 55.63 55.03
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41640 42005 42370 42736 43101

当該値 81.06 78.65 77.47 75.85 74.84

平均値 79.48 82.89 82.66 82.04 81.9
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【112.83】 【1.05】 【261.93】 【270.46】

【89.92】【60.27】【167.11】【103.91】

【48.85】 【17.80】 【0.70】



（単位：千円，％）

年　　　　　　度 平成30年度 令和元年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 339,586 331,950 326,928 322,069 341,383 336,307 331,308 326,383 321,532 338,716 333,680 328,720 323,834

(1) 336,489 328,861 323,928 319,069 338,383 333,307 328,308 323,383 318,532 335,716 330,680 325,720 320,834

(2) (B)
(3) 3,097 3,089 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

２． 71,684 69,477 65,026 64,063 62,675 61,144 58,977 56,172 51,930 49,323 47,991 46,030 43,192

(1) 6,091 5,611 5,119 4,613 4,096 3,568 3,028 2,476 1,928 1,445 1,056 704 427
6,091 5,611 5,119 4,613 4,096 3,568 3,028 2,476 1,928 1,445 1,056 704 427

(2) 61,560 61,892 58,907 58,450 57,579 56,576 54,949 52,696 49,002 46,878 45,935 44,326 41,765

(3) 4,033 1,974 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(C) 411,270 401,427 391,954 386,132 404,058 397,451 390,285 382,555 373,462 388,039 381,671 374,750 367,026

１． 385,462 382,921 382,159 381,809 383,436 382,272 378,581 372,480 356,685 350,337 344,837 342,970 339,746

(1) 63,398 58,450 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000
35,784 33,443 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000

27,614 25,007 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

(2) 123,797 122,949 125,000 124,500 124,000 123,500 123,000 122,500 122,000 121,500 121,000 121,000 121,000
35,078 34,819 34,000 33,500 33,000 32,500 32,000 31,500 31,000 30,500 30,000 30,000 30,000
17,847 17,914 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

70,872 70,216 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000

(3) 198,267 201,522 196,159 196,309 198,436 197,772 194,581 188,980 173,685 167,837 162,837 160,970 157,746

２． 19,816 18,268 16,659 15,368 14,122 12,712 11,088 9,781 8,138 7,210 6,028 5,177 4,282

(1) 19,816 18,268 16,659 15,368 14,122 12,712 11,088 9,781 8,138 7,210 6,028 5,177 4,282

(2)
(D) 405,278 401,189 398,818 397,177 397,558 394,984 389,669 382,261 364,823 357,547 350,865 348,147 344,028

(E) 5,992 238 △ 6,864 △ 11,045 6,500 2,467 616 294 8,639 30,492 30,806 26,603 22,998

(F)
(G) 23 12

(H) △ 23 △ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,969 226 △ 6,864 △ 11,045 6,500 2,467 616 294 8,639 30,492 30,806 26,603 22,998

(I)
(J) 537,966 524,659 492,211 466,064 456,604 440,005 416,178 390,304 390,781 387,715 385,383 381,360 385,305

20,761 16,321 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

(K)

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 339,586 331,950 326,928 322,069 341,383 336,307 331,308 326,383 321,532 338,716 333,680 328,720 323,834

(N)

(O)

(P)

令和12年度令和11年度令和6年度 令和7年度 令和8年度

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

令和9年度 令和10年度

他 会 計 負 担 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

支 出 計

収 入 計

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

負 担 金

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

流 動 負 債

経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額
営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)



（単位：千円）
年　　　　　度 平成30年度 令和元年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． 70,000 80,000 50,000 70,000 100,000 50,000 50,000

２．

３．

４． 23,749 25,095 27,022 27,528 28,045 28,574 29,114 29,666 28,316 24,170 22,707 18,830 12,928

５．

６． 9,000 4,000

７．

８． 4,286 3,833 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

９．

(A) 37,035 32,928 98,022 108,528 79,045 29,574 100,114 30,666 129,316 25,170 73,707 19,830 63,928

(B)

(C) 37,035 32,928 98,022 108,528 79,045 29,574 100,114 30,666 129,316 25,170 73,707 19,830 63,928

１． 109,712 107,587 200,000 200,000 170,000 120,000 200,000 120,000 200,000 120,000 170,000 120,000 170,000

２． 76,111 78,563 83,040 83,671 85,317 84,747 86,370 88,028 84,343 74,597 73,203 62,010 48,417

３．

４．

５．

(D) 185,823 186,150 283,040 283,671 255,317 204,747 286,370 208,028 284,343 194,597 243,203 182,010 218,417

(E) 148,788 153,222 185,018 175,143 176,272 175,173 186,256 177,362 155,027 169,427 169,496 162,180 154,489

１． 140,673 144,257 144,671 137,859 140,857 141,196 139,632 136,284 124,683 120,959 116,902 116,644 115,981

２． 22,166 19,103 19,961 23,068 28,443 30,169 12,163 37,559 37,140 34,627 23,054

３．

４． 8,115 8,965 18,181 18,181 15,454 10,909 18,181 10,909 18,181 10,909 15,454 10,909 15,454

(F) 148,788 153,222 185,018 175,143 176,272 175,173 186,256 177,362 155,027 169,427 169,496 162,180 154,489

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 1,043,023 964,460 951,420 947,749 912,432 827,685 811,315 723,287 738,944 664,347 641,144 579,134 580,717

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 平成30年度 令和元年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （決算見込）

8,071 7,690 7,119 6,613 6,096 5,568 5,028 4,476 3,928 3,445 3,056 2,704 2,427

8,071 7,690 7,119 6,613 6,096 5,568 5,028 4,476 3,928 3,445 3,056 2,704 2,427

23,749 25,095 27,022 27,528 28,045 0:00 29,114 29,666 28,316 24,170 22,707 18,830 12,928

23,749 25,095 27,022 27,528 28,045 28,574 29,114 29,666 28,316 24,170 22,707 18,830 12,928

31,820 32,785 34,141 34,141 34,141 34,142 34,142 34,142 32,244 27,615 25,763 21,534 15,355

令和9年度 令和10年度 令和12年度

令和9年度 令和10年度 令和12年度

令和11年度

令和11年度

令和6年度 令和7年度 令和8年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

令和4年度令和2年度 令和3年度 令和5年度

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

計

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

う ち 基 準 内 繰 入 金

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和8年度令和6年度 令和7年度


